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○ 政府調達に関する協定が適用される建設工事の請負等の契約に係る一般競争入札に参加する
者に必要な資格等に関する告示(公営企業・財務課) 

○ 政府調達に関する協定が適用される建設工事の請負等の契約に係る一般競争入札に参加する
者に必要な資格等に関する告示(下水道管理課) 
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所
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に
係
る
許
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34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

46

47

48

49

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

36

37

37

38

38

39

46

47

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

54

55

66

66

66

66

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

69

70

70

70

70

71

71

71

71

72

65

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

98

99

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

106

107

108

109

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

96

96

96

97

97

98

98

99

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

85

86

86

87

21

21

21

22

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 



 

 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
ハ
の
表
中 

 

 

 

を 
 

 

に
、 

 

を 
 

に
、 

 

 

 

を 
 

に
改
め

る
。 

 

別
表
第
十
七
ニ
の
表
中 

 

を 
 

 

 

に
、 

 

を 

○ 

 

に
、 
 

を 
 

に
、 

○ 
 

 

を 
 

に
、 

 
 

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

28

28

33

34

34

35

35

36

36

37

38

39

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

46

46

47

34

35

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

75

75

75

75

75

75

75

75

75

74

74

74

74

74

74

74

74

74

49

49

49

49

49

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

52

48

49

49

49

49

49

49

50

50

50

50

50

50

51

51

51

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

34

34

35

35

36

36

37

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

59

59

59

59

60

58

59

59

59

59

59

59

59

58

58

59

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

77

68

68

68

69

69

69

69

69

70

70

70

71

72

73

74

75

51

51

51

51

52

52

52

52

53

53

53

53

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

「
 

」
 

」
 

」
 

「
 

「
 

「
 



 

を 
 

 

 

に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

54

54

55

50

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

52

52

52

52

53

「
 

」
 

」
 



規 
 

則 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

         
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

別
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

「 

」 

「 

」 

に
改
め
る
。 

 

秩
父
市
吉
田
太
田
部
六 

 

六
四
の
二 

 

秩
父
市
立
吉
田
小
学
校
太
田
部 

 

分
校 

 

秩
父
市
大
滝
四
〇
五
八 

 

秩
父
市
立
大
滝
中
学
校 

 

三
級 

 

一
級 

 

秩
父
市
吉
田
太
田
部 

 

六
六
四
の
二 

 

秩
父
市
吉
田
太
田
部
六 

 

六
四
の
二 

 

秩
父
市
立
吉
田
小
学
校
太
田
部 

 

分
校 

 

三
級 



規 
 

則 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
中 

3,500 4,200
3,700 4,400
3,800 4,500
4,000 4,900
4,300 5,100

4,500 5,200
4,700 5,400
4,900 5,500
5,100 5,700
5,300 5,900

5,400 6,000
5,600 6,100
5,700 6,300
5,800 6,400
6,000 6,600

6,100 6,800
6,300 6,900
6,400 7,000
6,500 7,100
6,700 7,200

6,800 7,300
6,900 7,400
6,900 7,500
7,000 7,500
7,200 7,600

7,200 7,700
7,200 7,700
7,300 7,800

特２級 ３　級

円 円

 

 

7,900
7,900

4,500 5,100 

を 

3,500 4,200
3,700 4,400
3,800 4,500
4,000 4,900
4,300 5,100

4,500 5,200
4,700 5,400
4,900 5,500
5,100 5,700
5,300 5,900

5,400 6,000
5,600 6,100
5,700 6,300
5,800 6,400
6,000 6,600

6,100 6,800
6,300 6,900
6,400 7,000

特２級 ３　級

円 円

 

                                         

6,500 7,100
6,700 7,200

6,800 7,300
6,900 7,400
6,900 7,500
7,200 7,500
7,200 7,500

7,200 7,600
7,200 7,600
7,300 7,600
7,300 7,600
7,300 7,600

4,500 5,100 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
中 

3,500
3,700
3,800
4,000
4,300

4,500
4,700
4,900
5,100
5,300

5,400
5,600
5,700
5,800
6,000

6,100
6,300
6,400
6,500
6,700

6,800
6,900
6,900
7,000
7,200

7,200
7,200
7,300

特２級

円

 

 
 

 

4,500

 

を 

3,500
3,700
3,800
4,000
4,300

4,500
4,700
4,900
5,100
5,300

5,400
5,600
5,700
5,800
6,000

6,100
6,300
6,400
6,500
6,700

円

特２級

 

 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 



6,800
6,900
7,100
7,200
7,200

7,200
7,200
7,300
7,300
7,300

4,500 

に
改
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

「
 



規 
 

則 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一

万
八
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
五
千

円
」
を
「
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
円
」
を
「
四
万
三
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
を
加
え
、
「
四
万
五
千
円
」
を

「
四
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

九 

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

五
万
三
千
円 

十 

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上 

五
万
八
千
円 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、

第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ

と
と
な
っ
た
学
校
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に

在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
学
校
職
員 

イ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及

び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

を
さ
れ
た
こ
と
。 

ロ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復

帰
し
た
こ
と
。 



ハ 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
。 

第
六
条
第
二
項
第
七
号
中
「
復
帰
等
」
を
「
事
由
発
生
」
に
改
め
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
額
） 

２ 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の
七
第
二
項
に
規

定
す
る
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
二
万
六
千
円
と
す

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
該
当
す
る
学
校
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
学
校
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 



規 
 

則 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
当
該
指
定
管
理
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

一
種 

四
千
円 

二 

二
種 

三
千
円 

三 

三
種
及
び
四
種 

二
千
円 

２ 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

指
定
管
理
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
を
支
給
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
埼
玉
県
の
区
域
外
で
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
次
条
に

お
い
て
「
改
正
前
の
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
調
整
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
地
域
」
を
「
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す

る
。 附

則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
） 

２ 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
百
分
の
十
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
八
と
す
る
。 

附
則
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
」

に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
す
る
。 

附
則
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る 

３ 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の
二

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
百
分
の
十
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

割
合
は
、
百
分
の
十
一
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る

規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第

六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
） 

第
二
条 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職

員
は
、
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

一 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
（
給

料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）

別
表
第
十
二
か
ら
別
表
第
十
五
ま
で
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が

あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
学
校
職
員 

二 

切
替
日
以
降
に
降
格
（
学
校
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に

変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
学
校
職
員 

三 

切
替
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休

職
等
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
学
校
職
員
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間

を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
（
初
任
給
規
則
第
三
十
六
条
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
八
条
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公

益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
条
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
調
整
を

い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
も
の 



イ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間 

ロ 
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間 

ハ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期

間 

ニ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
次
号
に
お

い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い

た
期
間 

ホ 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八

号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又

は
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間 

ヘ 

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

ト 

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間 

チ 

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

リ 

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

四 

切
替
日
以
降
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
始
し
、
又
は
終
了

し
た
学
校
職
員 

五 

切
替
日
以
降
に
再
任
用
学
校
職
員
異
動
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
学

校
職
員
に
つ
い
て
行
う
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
時
間
が
異
な
る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
学
校
職
員 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
ほ
か
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と

い
う
。
）
が
定
め
る
学
校
職
員 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
） 

第
三
条 

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
切
替
日

以
降
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
（
当
該
各
号
の
二
以

上
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
複
数
事
由

該
当
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
切
替
後
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定



め
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な

る
も
の
に
は
、
切
替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
切
替
前
給
料
月
額

と
切
替
後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と
い
う
。
）
を
、
平

成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

を
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
額
）
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
） 

切
替
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
切
替
日

以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら

の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月

額
に
相
当
す
る
額 

二 

降
格
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
当

該
降
格
後
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
（
切
替
日
以
降
に
降
格
を
二
回
以

上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た
場

合
）
に
、
初
任
給
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な

る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額 

三 

切
替
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合
（
第

六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

切
替
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た

場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額 

四 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額 

イ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
学
校
職
員 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

三
十
三
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表

第
四
ま
で
の
給
料
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て

い
た
号
給
に
応
じ
た
額
（
ロ
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）

に
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
） 

ロ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
学
校
職
員
（
イ
に
掲
げ
る
学
校
職
員
を
除
く
。
） 

切

替
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額 

五 

再
任
用
学
校
職
員
異
動
を
し
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定



め
る
額 

イ 

当
該
再
任
用
学
校
職
員
異
動
後
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
学
校
職
員 

改
正
前
の
給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表
の
再
任
用
学
校
職
員
の
欄

に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応

じ
た
額
（
ロ
に
お
い
て
「
切
替
前
の
再
任
用
給
料
月
額
」
と
い
う
。
） 

ロ 

当
該
再
任
用
学
校
職
員
異
動
後
に
お
い
て
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
学
校
職
員 

切
替
前
の
再
任
用

給
料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
当

該
再
任
用
学
校
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
） 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合 

教
育
委
員
会
の
定
め
る

額 

２ 

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
複
数
事
由
該

当
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ

と
と
な
る
も
の
に
は
、
切
替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
教
育

委
員
会
の
定
め
る
額
と
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に

「
差
額
」
と
い
う
。
）
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
） 

第
四
条 

人
事
交
流
等
職
員
（
切
替
日
以
降
に
、
学
校
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員

又
は
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
法
人
若
し
く
は
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流

等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受

け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
切
替
後
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
が
切

替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と

と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
教
育
委
員
会
の
定
め
る
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委

員
会
の
定
め
る
額
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な



い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
る
前
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と

し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
学
校
職
員
で
な
く
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）

に
は
、
切
替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
切
替
前
給
料
月
額
と
切
替

後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と
い
う
。
）
を
、
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

２ 

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日

に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な

し
て
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
平
成
二
十
六
年
改
正

条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附

則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
） 

第
五
条 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給

に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
学
校
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く

失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
あ
ら

か
じ
め
埼
玉
県
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 



                規  則 

 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年３月27日 

                     埼玉県公安委員会委員長 山 本 正 士 

埼玉県公安委員会規則第５号 

   埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表２に次のように加える。 

310 県道川越栗橋線 桶川市大字川田谷字稲荷2819番１地先から 

桶川市泉二丁目352番４地先まで 

311 県道上尾久喜線 久喜市下早見字内谷1836番２地先から 

久喜市下早見字大谷1603番１地先まで 

312 一般国道463号 さいたま市緑区東大門三丁目１番１地先から 

さいたま市緑区大字中尾字不動谷110番２地先ま

で 

313 県道所沢堀兼狭山線 所沢市大字松郷312番３地先から 

所沢市大字下富字武野828番５地先まで 

314 狭山市道幹第57号線 狭山市上赤坂字富士見ノ丘291番１地先から 

狭山市上赤坂字妻恋ヶ原602番36地先まで 

315 一般国道468号（首都圏中央連絡

  自動車道） 

久喜市原字大谷724番８地先から 

幸手市大字木立字流作1830番34地先まで 

316 県道高速さいたま戸田線 さいたま市緑区大字三浦341番１地先から 

さいたま市中央区八王子一丁目502番２地先まで 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 



規 
 

則 

 
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
五 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



高 
校 
卒 

短 
大 
卒 

〇 

 

〇  
 
 

五 

五 

二 
・ 
五 

二 
・ 
五 

十 

五 

八 

五 
十 
三 
三 

十 
一 
三 

十 
七 
四 

十 
五 
四 

 

短 
大 
二 
卒 

短 
大 
三 
卒 

 

〇 

 

〇 

 
二 
・ 
五 

二 
・ 
五 

一 

一 
八 

五 

六 

五 
十
一 
三 

九 

三 
十
五 
四 

十
三 
四 

 

歯 
科 
技 
工 
士 

高 
校 
卒 

短 
大 
卒 

 
一 
級 
五 
号 
給 

一 
級 
十 
五 
号 
給 

 

歯 
科 
技 
工 
士 

短 
大 
二 
卒 

短 
大 
三 
卒 

 

一 
級 
十 
五 
号 
給 

一 
級 
二 
十 
一 
号 
給 

 

規 
 

則 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
五 

 
 
 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

別
表
第
二
ホ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
表
第
六
ホ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 
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別
表
第
七
イ
の
表
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」 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

「 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

に
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に
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33 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 

 

34 
34 
35 
35 
36 

 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 

 

59 
59 
59 
59 
60 

 

58 
59 
59 
59 
59 

 

59 
59 
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「 

「 

「 

」 
」 

」 

」 

」 



 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 
 
 

を 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

を 

 
 

」 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

に
、 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 

別
表
第
七
ロ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 

 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

」 
 

 
 

 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

59 
 

 

90 
91 
92 
93 
93 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
97 
98 

 

69 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
76 
77 

 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
99 
100 
100 

 

93 
94 
94 
95 
95 
96 

 

69 
69 
69 
70 
70 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

 

15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 

 

13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 

 

89 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
94 
95 
96 

 

51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
55 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
53 

 

94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 

 

58 
58 
59 
 

 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 

 

32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
30 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
33 

 

28 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 

 

97 
98 

 

106 
106 
107 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 

  

105 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
110 
110 

  

69 
69 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 

 

68 
68 
68 
69 
69 

 

30 
30 
30 
31 
31 
31 

 

29 
30 
30 
30 
30 
31 

 

29 
29 
29 
29 
30 

 

14 
14 
14 
14 
15 
15 

 



「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

」 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、

 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 
 
 

「 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

    
 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 
  
」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 

別
表
第
七
ハ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

を 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 

 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 

 
 

 

に
、 

 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 

 

」 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

「 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

に
、 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 
 
 

「 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

    
 
 

に
、 

 
 

 
 
 
 

」 
 

 
 

 

」 

22 
23 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 

 

38 
39 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
48 

 

46 
47 

 

69 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
 

 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
 

 

53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
55 

 

68 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 

 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42 
42 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
47 
47 
47 

 

31 
31 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
35 

 

30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

 

21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
26 
27 

 

37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 

 

62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 

 

61 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
64 

 

42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
45 

 

40 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 

 

44 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
49 

 

43 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 

 

41 
 

31 
31 

 

41 
41 
41 
41 

 

44 
44 

 



 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 
 

」 

  
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
表
第
七
ホ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「 

 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
、 

 

 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 

 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 

 
 
 

」 

 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、  
 

 
 
 

を 

 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 

 
 
 

」 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 

 
 

 
 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「 

 

を 
 

 
 

 
 
 
 

に
改
め
る
。 

」 
 

 
 

 
 
 

」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
表
第
七
ヘ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

33 
34 
34 
35 
35 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
45 
45 
46 
46 

 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 

25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 

 

48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 

 

26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
30 
31 

 

86 
86 
86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
94 
94 

 

43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 

 

27 
27 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 

 

26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
30 

 

30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
32 

 

47 
 

34 
35 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
48 
48 
49 

 

74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 

 

49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 

 

51 
51 
52 

 

42 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 

 

75 
 

25 
25 

 

13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 

 

12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
16 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

「 

 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 
 
 

「 
 

 
 

 
 
 

「 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 

を 

 

」 
 

 
 

 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
99 

 

85 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
89 
89 

 

89 
89 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
97 

 

86 
86 

 

86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 

 

85 
86 

 

86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 

 

42 
 

42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
47 

 

41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 

 

44 
 

37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 

 

36 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
38 
38 
38 

 

38 
38 
39 
39 
39 

 



規 
 

則 
 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 
 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
六 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
七
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
」
を
「
平
成
二
十

六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号
）
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
イ
の
表
中
「14,400 

」
を
「14,300 
」
に
、
「16,000 

」
を
「15,900 

」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

円
 

円
 

円
 

円
 



規 
 

則 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
七 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
五
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一

万
八
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
五
千

円
」
を
「
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
円
」
を
「
四
万
三
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
以
上
」
を
「
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
に
、
「
四
万
五
千
円
」
を
「
四

万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

九 

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

五
万
三
千
円 

十 

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上 

五
万
八
千
円 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、

第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ

と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤

す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

イ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し

た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に

限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。 

ロ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復

帰
し
た
こ
と
。 



ハ 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
。 

第
六
条
第
二
項
第
七
号
中
「
復
帰
等
」
を
「
事
由
発
生
」
に
改
め
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
に
関
す
る
特
例
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
八
号
）
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定

す
る
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
二
万
六
千
円
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
九
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
該
当
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 



規 
 

則 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
八 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
七
〇
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条 

条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
当
該
指
定
管
理
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

一
種 

六
千
円 

二 

二
種 

五
千
円 

三 

三
種 

四
千
円 

四 

四
種 

三
千
円 

五 

五
種
、
六
種
及
び
七
種 

二
千
円 

２ 

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

指
定
管
理
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
を
支
給
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
九 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
四
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
第
一
項
」
の
次
に
「
及
び
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
埼
玉
県
の
区
域
外
で
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
く
調
整
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
」
を
「
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す

る
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す

る
。 附

則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
百
分
の
十
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
八
と
す
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、

附
則
第
三
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の

三
に
規
定
す
る
百
分
の
十
六
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の

十
五
と
す
る
。 

附
則
第
四
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
九
条
の

二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
百
分
の
十
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る

割
合
は
、
百
分
の
十
一
と
す
る
。 

附 

則 



こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
職
員
の
区
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
七
〇 

退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
職
員
の
区
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
職
員
の
区
分
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八

五
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
ロ
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
職
務
の
級
が
」
の
下
に
「
二
級
若
し
く
は

特
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
表
第
六
号
区
分

の
項
第
八
号
中
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
っ

た
も
の
」
を
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定

め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
っ
た
も
の
」
を
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
五
号
区
分
の
項
第
九
号

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第

五
号
区
分
の
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
区
分
の
項
第
八
号
中

「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
」
の
下
に
「
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
九
号

中
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
」
の
下
に
「
第
五
号
区
分
の
項
第
九
号
及
び
」
を
加
え
、
同
表
第
八

号
区
分
の
項
第
八
号
中
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
」
の
下
に
「
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
、
」
を

加
え
、
同
項
第
九
号
中
「
二
級
で
あ
っ
た
も
の
（
」
の
下
に
「
第
五
号
区
分
の
項
第
九
号
、
」
を

加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 
 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 
 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
七
一 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す

る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七

項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
） 

第
二
条 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る
職
員
と
す
る
。 

一 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。）
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
（
給

料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
に
定
め
る
初

任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
し
た
職
員 

二 

切
替
日
以
降
に
降
格
（
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更

す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
し
た
職
員 

三 

切
替
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休

職
等
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含

む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
（
初
任
給
規
則
第
四
十
一
条
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
八
条
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
益
的

法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
条
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
調
整
を
い
う
。

次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
さ
れ
た
も
の 



イ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間 

ロ 
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間 

ハ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期

間 

ニ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
次
号
に
お

い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い

た
期
間 

ホ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下

「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又
は
介
護
休
暇

の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間 

ヘ 

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間 

ト 

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

チ 

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期
間 

四 

切
替
日
以
降
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
始
し
、
又
は
終
了

し
た
職
員 

五 

切
替
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

に
つ
い
て
行
う
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
が
異
な
る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

し
た
職
員 

六 

切
替
日
以
降
に
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
得

て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
） 

第
三
条 

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
切
替
日
以
降

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
複
数
事
由
該
当
職
員
」
と

い
う
。）
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
切

替
後
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
切

替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
切
替
前
給
料
月
額
と
切
替
後
給
料
月



額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と
い
う
。
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）

附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年

改
正
条
例
附
則
給
料
」
と
い
う
。）
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
額
が
一
万
円
を
超
え

て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
」
と
い
う
。）
に

あ
っ
て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円

を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
）
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て
は
、
差

額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ
た
額

を
加
え
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て
は
、
差
額

に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ
た
額
を

加
え
た
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
） 

切
替
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
切
替
日

以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら

の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月

額
に
相
当
す
る
額 

二 

降
格
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。） 

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
当

該
降
格
後
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
（
切
替
日
以
降
に
降
格
を
二
回
以

上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た
場

合
）
に
、
初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な

る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額 

三 

切
替
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合
（
第

六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

切
替
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た

場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額 

四 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に 



よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の

給
料
表
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付

研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
任
期
付

研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
給
料
表
又
は
平
成
二
十

六
年
改
正
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
に
応
じ
た
額
（
同
日
に
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
四
項
又

は
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、

同
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
。
ロ
に
お
い
て
「
切
替

前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
） 

 
 

ロ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
（
イ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。） 

切
替
前
給
料

表
に
よ
る
給
料
月
額 

五 

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額 

イ 

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員 

改
正

前
の
給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ

る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額

（
ロ
に
お
い
て
「
切
替
前
の
再
任
用
給
料
月
額
」
と
い
う
。） 

ロ 

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条

の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員 

切
替
前
の
再
任
用
給
料

月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
当
該
再

任
用
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額
） 

六 

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
場
合 

あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
額 

２ 

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
複
数
事
由
該
当
職

員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と

な
る
も
の
に
は
、
切
替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
人
事
委
員

会
の
定
め
る
額
と
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
差



額
」
と
い
う
。
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に

お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
）
を
、
平
成

二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十

八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平

成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十

八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平

成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
） 

第
四
条 

人
事
交
流
等
職
員
（
切
替
日
以
降
に
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
第
三
項

に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

（
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
切
替
後
給
料
月
額
」
と
い
う
。）
が
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職

員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す

る
額
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
）
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
交
流

等
職
員
と
な
る
前
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
切

替
日
以
降
に
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料

を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
な
く
な
っ
た
も
の
を
除
く
。）
に
は
、
切
替
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
切
替
前
給
料
月
額
と
切
替
後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と
い
う
。
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条

例
第
二
号
）
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平

成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
」
と
い
う
。）
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
額
が
一
万

円
を
超
え
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
」
と
い

う
。）
に
あ
っ
て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か

ら
一
万
円
を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
）
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三



月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ

て
は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減

じ
た
額
を
加
え
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
差
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
適
用
者
に
あ
っ
て

は
、
差
額
に
切
替
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
給
料
か
ら
一
万
円
を
減
じ

た
額
を
加
え
た
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
））
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

２ 

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日

に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
平
成
二
十
六
年

改
正
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
六
年
改
正
条

例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
） 

第
五
条 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給

に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五
四
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
」
を
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
る
。 

 



規 
 

則 

 

教
育
長
の
教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
地
位
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
一
二
六 

 
 

 

教
育
長
の
教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
地
位
を
定
め
る
規
則 

 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

十
一
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
位
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

顧
問 

二 

相
談
役 

三 

評
議
員 

四 

参
与 

五 

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
地
位 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓 
 

令 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
第
四
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

66 
「

 

」
 

71 

70 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

65 
「

 

」
 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

66 
「

 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

」
 

」
 

「
 

「
 

59 

59 

59 

」
 

「
 

59 

58 

58 

」
 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号



訓 
 

令 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
四
中 

66

67

68

69

69

70

70

71

71

72 

を 
65

66

66

67

67

68

68

69

70

71 

に
、 

66

67 

 

68

68

68

68

68

69

69

69

69

69

70

70 

を 

65

66

66

66

66

67

67

67

67

68

68

69

69

69 

に
、 

59

59 
 

 

59

を 

58

58

59 

に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
 

「
 

「
 

」
 

」
 

」

  
 

」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 



告 
 

示 

  
知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

当
該
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項
を
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推

進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二

十
一
年
三
月
三
十
一
日
規
則

第
十
九
号
） 

名

称 
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項 

条

項 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
の
ぼ
の
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

須 

田 
 

 

稔 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
亀
ヶ
谷
東
原
四
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
内
地
区
の
高
齢
者
に
対
し
、
『
よ
り
よ
い
生
活
環
境
』
を
提
供
し
誰
も
が
豊

か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号



 
 

告 
 

示 

 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
収
納
事
務
を
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地

八 株
式
会
社
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
・
ジ

ャ
パ
ン 

代
表
取
締
役 

井
阪 

隆
一 

 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一

番
一
号 

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役
社
長 

中
山 

勇 

 

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一

番
二
号 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン 

代
表
取
締
役 

玉
塚 

元
一 

 

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番

三
号 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ

ー
タ 

代
表
取
締
役
社
長 

岩
本 

敏
男 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び 

代 

表 

者 

氏 
名 

自
動
車
税
、
不
動
産
取

得
税
及
び
個
人
事
業
税

に
係
る
徴
収
金
の
収
納

事
務
（
上
欄
に
掲
げ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
受
託
者
の

直
営
店
舗
及
び
こ
れ
ら

の
者
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ズ
契
約
等
を
締
結
し
て

い
る
加
盟
店
舗
に
お
け

る
収
納
事
務
） 

自
動
車
税
、
不
動
産
取

得
税
及
び
個
人
事
業
税

に
係
る
徴
収
金
の
収
納

事
務
（
左
欄
の
徴
収
金

の
と
り
ま
と
め
） 

委 

託 

内 

容 

同
右 

平
成
二
十
七
年
三
月
一

日
か
ら
平
成
三
十
年
二

月
二
十
八
日
ま
で 

 

 

委 

託 

期 

間 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号



 
 

 

番
地 

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス 

代
表
取
締
役 

竹
内 

修
一 

 

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁

目
一
番
地 

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

宮
下 

直
行 

 

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目

十
番
一
号 

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

飯
島 

延
浩 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一

番
一
号 

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株

式
会
社 

代
表
取
締
役 

横
山 

敏
貴 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番

地 株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン 

代
表
取
締
役 

平
田 

実 

 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通

十
七
番
地 

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ 

代
表
取
締
役 

中
居 

勝
利 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目

七
番
三
十
四
号 

 
 



 
 

  

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア 

代
表
取
締
役 

盛
田 

宏 

 

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町

大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一 

株
式
会
社
ポ
プ
ラ 

代
表
取
締
役
社
長 
目
黒 

真
司 

 

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西

五
丁
目
四
百
二
十
一
番
地 

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

丸
谷 

智
保 

 

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二

十
七
号 

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス 代
表
取
締
役 

馬
場 

英
一 

 
 

 



告 
 

示 

  
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
か
ら
杉
戸
町
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
杉
戸
屏
風
深

輪
地
区
産
業
団
地
整
備
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
書
の
提
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

杉
戸
町
産
業
団
地
拡
張
推
進
室 

 
 

幸
手
市
産
業
団
地
整
備
推
進
室 

 
 

春
日
部
市
環
境
政
策
推
進
課 

 
 

野
田
市
環
境
保
全
課 

 
 

境
町
防
災
安
全
課 

二 

縦
覧
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
（
金
）
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
（
金
）
ま
で
（
た 

 

だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
） 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部

解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
二
丁
目
千
百
九
十
六
番
二
の
一
部
及
び
千

百
九
十
六
番
三
十
三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
号





告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部

解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
二
丁
目
千
百
九
十
六
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

仮
置
き
し
た
基
準
不
適
合
土
壌
等
の
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号





告 
 

示 

 
 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

沼
南
駅
前
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
原
市
中
一
丁
目
一
番
地
八 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
五
二
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
二
五
台 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
八
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
〇
台 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
号



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

沼
南
駅
前
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
原
市
中
一
丁
目
一
番
地
八 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
埼
玉
県
上
尾
市
大
字
原
市
二
千
二
百
五
十
四
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
上
尾
市
原
市
中
一
丁
目
一
番
地
八 
外 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
有
限
会
社
ヤ
ベ
エ
ス
テ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

矢
部
基
久 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
い
な
げ
や 

代
表
取
締
役 

遠
藤
正
敏 

 
 

 

（
変
更
後
）
有
限
会
社
ヤ
ベ
エ
ス
テ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

矢
部
基
久 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
い
な
げ
や 

代
表
取
締
役 

成
瀬
直
人 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
い
な
げ
や 

代
表
取
締
役 

遠
藤
正
敏 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
い
な
げ
や 

代
表
取
締
役 

成
瀬
直
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日 

外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
号



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

川
越
駅
前
脇
田
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
町
百
三
番
地 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

（
変
更
前
）
九
千
四
百
三
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
八
千
百
九
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
七
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
三
台 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
東
武
ス
ト
ア
他 

午
前
七
時
か
ら
翌
午
前
一
時 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

エ
ー
・
ビ
ー
・
シ
ー
株
式
会
社 

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

午
前
六
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

駐
車
場
二 

午
後
九
時
四
十
五
分
か
ら
翌
午
前
一
時
十
五
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
号



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
杉
戸
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
別
図
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
号



N

凡　例

別　図

杉戸農業振興地域
から除く区域



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

荒
川
中
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

花 

輪 

利
一
郎 

 
埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
金
尾
五
百
七
十
五
番
地 

 

理
事 

鈴 

木 
 

 

功 
 

埼
玉
県
深
谷
市
普
済
寺
千
二
十
番
地 

   

埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
号



告 
 

示 

  
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ

ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間 

二 

指
定
す
る
期
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

三 

通
行
方
法 

 

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、

次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

走
行
位
置
の
指
定 

 

上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設

等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。 

ロ 

後
方
警
戒
措
置 

 

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸

法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二

県
道 

県
道 

県
道 

種 

類 

上
尾
久
喜
線 

所
沢
堀
兼
狭

山
線 

川
越
栗
橋
線 

路  

線  

名 

久
喜
市
下
早
見
字
内
谷
一
八
三
六
番
二
地
先
か
ら 

久
喜
市
下
早
見
字
大
谷
一
六
〇
三
番
一
地
先
ま
で 

所
沢
市
大
字
松
郷
三
一
二
番
三
地
先
か
ら 

所
沢
市
大
字
下
富
字
武
野
八
二
八
番
五
地
先
ま
で 

桶
川
市
大
字
川
田
谷
字
稲
荷
二
八
一
九
番
一
地
先
か
ら 

桶
川
市
泉
二
丁
目
三
五
二
番
四
地
先
ま
で 

区 
               

間 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
号



メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射

塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。 

ハ 
道
路
情
報
の
収
集 

 

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
一
三
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
新
開
四
丁
目
三
千
二
百
五
十
九
番
一 

他
四
十
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
万
八
千
六
百
三
十
八
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
越
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
松
山
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
二
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
越
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
三
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
松
山
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
四
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
五
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号
で
告
示
し
た
狭
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

狭
山
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

狭
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
狭
山
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

千
三
百
八
十
一
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
、
昭
和
五
十 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
七
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
六 

 
 

 
 

 
 

十
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

 
 

示
第
五
百
六
十
二
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号
、
平
成
元 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号
、 

 
 

 
 

 
 

平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
一
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六 

 
 

 
 

 
 

十
四
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
号
及
び
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

 
 

示
第
四
百
十
三
号
の
事
業
地
に
大
字
青
柳
字
新
屋
敷
、
字
平
野
中
、
字
水
久
保
及 

 
 

 
 

 
 

び
字
向
新
田
、
入
間
川
字
上
中
原
、
大
字
上
広
瀬
字
西
久
保
、
大
字
笹
井
字
沢
口 

上
、
字
八
木
上
及
び
字
西
八
木
、
大
字
堀
兼
字
旭
野
、
字
一
本
橋
、
字
尾
花
台
、 

字
残
地
、
字
平
野
上
、
字
広
野
及
び
字
雪
見
台
、
大
字
南
入
曽
字
北
流
及
び
字
町 

屋
道
を
加
え
、
大
字
青
柳
字
旭
台
、
字
毛
無
、
字
山
王
塚
、
字
新
屋
敷
前
、
字
台
、 

 
 

 
 

 
 

字
堂
山
、
字
苗
間
、
字
西
馬
知
屋
敷
、
字
西
丸
山
、
字
馬
知
屋
敷
後
、
字
東
丸
山
、 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
六
号



 
 

 
 

 
 

字
本
村
、
字
六
万
坊
、
字
六
万
坊
新
田
、
字
宿
屋
敷
、
字
柳
窪
及
び
字
四
軒
屋
、 

 
 

 
 

 
 

入
間
川
字
井
戸
窪
台
、
字
沢
、
字
沢
久
保
、
字
沢
台
、
字
下
窪
、
字
下
向
沢
、
字 

 
 

 
 

 
 

下
平
野
、
字
中
原
、
字
中
向
沢
、
字
中
平
野
、
字
二
及
び
字
口
、
入
間
川
二
丁
目
、 

 
 

 
 

 
 

入
間
川
四
丁
目
、
大
字
加
佐
志
字
天
沼
、
字
稲
荷
山
、
字
下
向
、
字
西
裏
、
字
普 

 
 

 
 

 
 

門
寺
及
び
字
本
開
、
柏
原
字
字
尻
、
字
上
ノ
原
、
字
上
宿
、
字
金
井
林
、
字
北
本 

 
 

 
 

 
 

宿
、
字
御
所
ノ
内
、
字
小
山
上
、
字
笹
久
保
、
字
下
田
、
字
城
ノ
越
、
字
中
宿
田
、 

 
 

 
 

 
 

字
西
宿
田
、
字
英
、
字
早
道
場
、
字
半
貫
、
字
東
宿
田
、
字
南
本
宿
、
字
宮
ノ
越
、 

 
 

 
 

 
 

字
宮
林
及
び
字
宮
原
、
大
字
上
奥
富
字
揚
爐
木
下
、
字
上
川
原
、
字
川
原
新
田
、 

 
 

 
 

 
 

字
下
大
海
道
、
字
新
田
、
字
平
塚
及
び
字
渕
畑
、
大
字
上
広
瀬
字
霞
ヶ
丘
、
大
字 

 
 

 
 

 
 

北
入
曽
字
入
間
野
、
字
上
之
原
、
字
下
原
、
字
堀
難
井
、
字
南
入
間
野
及
び
字
三 

 
 

 
 

 
 

芳
野
、
大
字
笹
井
字
坂
上
、
字
沢
口
、
字
渕
ノ
上
、
字
八
木
及
び
字
宮
地
上
、
笹 

 
 

 
 

 
 

井
一
丁
目
、
狭
山
、
沢
、
大
字
下
奥
富
字
稲
荷
上
、
字
大
芦
、
字
金
堀
、
字
亀
井
、 

 
 

 
 

 
 

字
久
保
田
、
字
坂
上
、
字
芝
、
字
清
水
、
字
西
方
、
字
西
川
原
、
字
吹
上
、
字
前 

 
 

 
 

 
 

田
西
、
字
三
島
木
及
び
字
宮
後
、
大
字
根
岸
字
大
道
東
、
大
字
堀
兼
字
月
見
台
、 

 
 

 
 

 
 

字
平
野
及
び
字
芳
野
、
大
字
水
野
字
月
見
野
、
字
逃
水
及
び
字
本
堀
、
大
字
南
入 

 
 

 
 

 
 

曽
字
稲
荷
前
、
字
北
ノ
前
、
字
桑
原
、
字
故
境
、
字
故
戦
場
、
字
山
王
塚
、
字
出 

 
 

 
 

 
 

口
、
字
西
ノ
前
原
、
字
中
原
、
字
野
境
、
字
本
橋
場
、
字
的
場
及
び
字
屋
敷
裏
地 

 
 

 
 

 
 

内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
号
で
告
示
し
た
川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

川
島
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
川
島
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
七
号



告 
 

示 

  
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      
 

 

   

彩
栄
ハ
ウ

ジ
ン
グ
株

式
会
社 

 

商
号
又
は

名
称 

代
表
取
締
役
鈴
木
雄

二 氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
川
越
市

諏
訪
町
十
三
番

地
四 

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地 

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五

日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日

ま
で
三
十
日
間
の
業
務
の

全
部
停
止 

 

処 

分 

の 

内 

容 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
八
号



告 
 

示 

  
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      
 

 

   

ク
ロ
ー
バ

ー
ネ
ッ
ト

株
式
会
社 

 

商
号
又
は

名
称 

代
表
取
締
役
上
秀
樹 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
桶
川
市

寿
二
丁
目
十
六

番
四
号 

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地 

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五 

日
か
ら
同
年
五
月
十
四 

日
ま
で
三
十
日
間
の
業
務

の
全
部
停
止 

 

処 

分 

の 

内 

容 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
九
号



告 
 

示 

  
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      
 

 

   

株
式
会
社

ア
シ
ス
ト 

 

商
号
又
は

名
称 

代
表
取
締
役
小
林
孝

夫 氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
所
沢
市

小
手
指
町
二
丁

目
十
二
番
地
七 

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地 

平
成
二
十
七
年
四
月
十
五 

日
か
ら
同
年
五
月
十
四 

日
ま
で
三
十
日
間
の
業
務

の
全
部
停
止 

 

処 

分 

の 

内 

容 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

水 

村 

正 

和 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

二
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別  

同
市
大
和
田
二
丁
目
八
七
七
番

一
地
先
ま
で 

 

新
座
市
大
和
田
二
丁
目
八
七
三

番
十
三
地
先
か
ら 

区 
 

 
 

間 

一
九
・
二
八
～ 

 
 

 
 

 

二
八
・
四
六 

 

一
九
・
二
八
～ 

 
 

二
一
・
〇
七 

 
 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

 
 

 

 
 

二
二
・
三
一 

 
 

 
 

 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 
 

秀 

幸 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

深
谷
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

深
谷
市
上
野
台
字
鼡
三
一
三
一

番
二
地
先
か
ら 

 

同
市
柏
合
字
山
本
六
五
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
一
・
九
〇
～ 

 
 

 

一
四
・
八
〇 

九
・
六
〇
～ 

 
 

 

一
二
・
九
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
〇
六
・
六
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
工
事 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

井 

上 

桂 

一 
 

 
 

     



    
  

県
道
平
方
東
京
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

越
谷
市
大
字
北
川
崎
字
下
町
二
三
四
番
二
地

先
か
ら 

同
市
大
字
北
川
崎
字
下
町
二
二
六
番
五
地
先

ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日
付
け

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
七
号
に
お
け
る
道
路
区
域

の
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
二
一

二
・
一
二
メ
ー
ト
ル
。 

 

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
一
三
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
六
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
中
廓
千
百
三
番
一
、
千
百
三
番
二
、
千
百
八
番
六
、
千 

 
 

百
八
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
千
百
八
番
地 

 
 

新
井 

豊 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
三
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
六
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
字
岡
谷
七
百
四
十
三
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
千
六
百
九
十
二
番
地
二 

昭
和
ビ
ル
二
〇
三
号 

 
 

首
藤 

康
祐 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
七
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
六
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
鎌
形
字
北
中
島
千
七
百
十
五
番
一
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
鎌
形
千
七
百
十
五
番
地 

 
 

小
林 

真
人 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
○
○
七
八
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
○
一
六
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
十
三
塚
三
千
五
百
九
十
九
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
三
丁
目
十
九
番
地
七 

パ
ー
ク
ハ
ウ
ス
二
十
一
―
百
一 

 
 

北
澤
恭
平 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

井 

野 

良 

明 

   



 

第
九
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
七
年
三
月 

 
 

二
十
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
金
久
保
字
丘
ケ
山
六
百
三
十
九

番
四
及
び
六
百
三
十
九
番
二
先
の
水
路
の
一
部 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

五
十
五
・
九
九
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
二
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
和
戸
四
丁
目
二
十
七
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
和
戸
二
丁
目
六
番
十
三
号 

 
 

小
島 

誠 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
三
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
六
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
九
百
三
十
一
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
三
丁
目
六
番
二
十
一
号 

 
 

竹
内 

久
喜 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
〇
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
八
百
六
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
倉
松
一
丁
目
十
一
番
十
四
号 

 

 
 

松
本 

美
由
紀 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
六
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

松 

岡 
 

 

進 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

    

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

    

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

ロ 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
第

百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結

す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

ハ 

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負

等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
第

十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格

者
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

  

ニ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
企
業
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
の
措
置
要

領
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
停
止

の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ホ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
埼
玉
県
企
業
局
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排
除
措
置
要

綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外

の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受



け
て
い
な
い
者 

⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準

日
と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客

観
的
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い

者 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が
不
適
格
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

    

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
五
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

土 

屋 

綱 

男 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規

程
第
十
七
号
）
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 

ハ 

埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設

工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百

八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
資
格
者
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 

ニ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
下
水
道
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
の
措
置

要
領
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入

札
参
加
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

 

ホ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
等
暴
力
団
排
除
措
置
要

綱
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受



け
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観

的
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
不
適
格
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

 
 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。 
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